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要　　旨

目的：本研究は、職場で就労支援に携わる人を対象に「若年性認知症の人への就労支援学習プログラム」
（以下、プログラムと略す）を試行するための研修会を開催し、研修受講前後の参加者の就労支援
行動の変化と学習プログラムの評価から効果的なプログラムへの改善の手がかりを得ることを目的
とした。
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方法：2021年 3 月、プログラムを試行するためにオンライン研修会を開催した。参加者には研修受講前後
にWeb調査を実施し、属性、就労支援行動（19項目）（ 4 件法）、プログラムの評価として研修の
満足度（ 4 件法）や自由記述を実施した。単純集計の後、研修受講前後の就労支援行動の変化を
Wilcoxonの符号付き順位検定により算出した。

結果：有効回答数は14人（有効回答率82.0%）であり、就労支援行動のうち「従業員の体調の変化に気づ
くことができる」「若年性認知症と診断された従業員の相談にのることができる」「当事者活動への
参加の機会を認めることができる」の 3項目のみ有意（p＜0.05）に上昇していた。

考察：本研修は、認知症の早期発見・支援に繋がる支援行動を理解できた内容であった。しかし、社会資
源の活用など、就労継続のための具体的な支援行動の理解に至っていないため、さらなる改善が必
要である。

はじめに
　65歳未満に発生する認知症は、若年性認知症と
定義され、我が国では推定35,700人が罹患し、有
病率は人口10万人あたり50.9と推定されている１ ）。
働き盛りの年齢に発症し、症状の進行によって作
業能力の低下や職業上のアイデンティティ、就労
継続に支障をきたす2 ）。日本では、発症者のうち
診断後 １年以内に退職する人は他の疾患を持つ人
に比して 2 倍多く3 ）、就労継続率は、有給休暇を
含め約10％（約325人）と低く4 ）、退職を余儀な
くされた人は、精神面や経済面、家族関係など、
生活全般に大きな弊害を受ける5 ） 6 ）。しかし、若
年性認知症を発症しても職場の理解と支援があれ
ば就労継続ができ、金銭的補償や幅広い利益を得
られることが報告されている7 ）。そのため、認知
症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）におい
て、若年性認知症の特性を踏まえた就労継続や社
会参加への支援が推奨されている8 ）。また、若年
性認知症は早期発見・早期対応により、若年性認
知症の人に備わる自己資源能力や経験が活かされ
やすく、延いては就労期間の延長が可能となるこ
とが示唆されている9 ）。しかし、多くの職場では、
若年性認知症についての啓発教育や就労支援のた
めの研修は殆ど実施されておらず１0）、若年性認知
症コールセンターなど、若年性認知症専用の相談
先を認知している企業は103（11.0%）と就労継続
支援に関する制度やサービスを十分に理解してい
る職場の支援者は少ない１１）。また、若年性認知症
の人は、認知機能の低下を加齢によるものと軽視
したり、他者に知られまいとするため、なかなか
早期発見・早期対応に繋がらない１2）１3）。さらに、
会社での職務遂行には明らかな障害をきたしてい
ても、家庭での生活はほとんど支障がないため、
職場では若年性認知症の人への対応に苦慮してい
ることが報告されている１4）。そのため、職場が若

年性認知症を発症した従業員の異変に気づき早期
診断や就労継続のための支援に繋げることが重要
である。また、若年性認知症の人は、症状の進行
に伴い一般企業での雇用が難しくなるため、離職
後も社会活動に参加するための支援が必要であ 
る１3）。先行研究では、若年性認知症の人とその家
族の支援に携わる人々への教育は、支援のための
知識と自信を高め、支援方法を理解することに有
益であることが報告されている１5）。そのため、我々
は、就労中に若年性認知症を発症した人の経験１3）

や先行研究の知見を基に、支援者を対象とした「若
年性認知症の人への就労支援学習プログラム」（以
下、プログラムと略す）を開発した。プログラム
では、若年性認知症の人の早期発見・早期対応の
意義や企業が若年性認知症の相談窓口を理解して
いない現状を踏まえ、職場での早期発見の必要性
と適切な就労継続のための支援や延いては離職後
の社会参加に繋げるための制度やサービスの紹介
に重点をおいた。
　本研究は、職場で就労支援に携わる人を対象に
プログラムを試行するための研修会を開催し、研
修受講前後の参加者の就労支援行動の変化と研修
満足度や参加者の自由記述などの学習プログラム
の評価から効果的なプログラムへの改善の手がか
りを得ることを目的とした。
　なお本研究では、「若年性認知症の人の就労支
援を、本人の能力と意欲を最大限に活かせるよう，
職場での仕事の継続から離職後の社会活動を視野
に入れた支援」と定義づけた。

対　　象
　Ａ県内にある2,200事業所において、従業員の
就労支援に携わる立場にある人事担当者、衛生管
理者、管理職、産業保健スタッフなどで研修会の
受講および 2 回の無記名式Web調査に同意が得
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られた方を研究対象者とした。

方　　法
　 １．研究デザイン
　Web調査票による量的記述的研究
　 2．データ収集期間
　2021年 １ 月から 3月
　 3．データ収集方法
　Ａ県の労働局に研修会および研究の趣旨と方法
を説明した後、管轄の事業所に研修案内および研
究依頼文書の郵送協力を依頼し承諾を得た。労働
局より紹介されたＡ県内の2,200事業所にオンラ
イン研修の案内と研究協力の依頼文書を郵送した。
また、研修受講前のWeb調査を研修開始前までに、
研修受講後のWeb調査を受講直後に回答しても
らうよう依頼した。調査は、依頼文書に記載され
たWeb調査のサイトのURLまたはQRコードに参
加者が接続し、Googleフォームで作成した無記名
式Web調査により実施した。また、研修会の受
講前の調査結果と受講後の調査結果を回答者ごと
に紐づけするために、調査時に参加者自身がパス
ワードを設定し記載するよう依頼した。
　 4．研修内容
　就業時間内に研修会に参加する人が多いと考え
られ、より多くの人に参加してもらうために所要
時間は、 １回の半日コース（150分）で設定した。
内容は、 １）プログラム開発の経緯、 2）調査報
告「若年性認知症の人の就労継続の実態について」、
3）専門医の講演「若年性認知症と就労について」、
4）専門医の講演「職場で若年性認知症の人を支
援するために」、5）事例検討で構成した（表 １）。
また参加者には、研修日の １週間前に研究者らで
作成したパンフレット（働き盛り世代の認知症−
仕事と治療を両立するために−）や専門医の講演
資料、研究依頼文書、オンライン参加方法の資料
を郵送した。
　 5．調査内容
　若年性認知症の人の就労支援行動を評価するた
めの既存の評価指標や測定尺度がなかったため、
プログラムの内容に合わせて研究者が独自に作成
した。
　研修会受講前の調査は、属性、職場の従業員が
若年性認知症を発症した場合、どの程度就労支援
を行うことができるかを評価する「就労支援行動」
（19項目）についての回答を、できない、あまり
できない、少しできる、できる、の 4件法で実施
した。受講後の調査は、「属性」、「就労支援行動」

（19項目）に加え、プログラムの評価として「研
修の満足度」（ 4件法）、「研修の所要時間」（ 4件
法）、研修内容（ 3項目）ごとに「参考になるか」
（ 4 件法）、自由記述は研修内容ごとの選択理由
および研修の良かった点や改善点で構成した。尚、
本研究では、若年性認知症支援コーディネーター
を支援コーディネーターと略して表記する。
　 6．分析方法
　分析は、研修参加者および参加者が所属する組
織の属性について単純集計を行い、「就労支援行動」
は項目ごとに中央値を算出した。また研修受講前
後の「就労支援行動」の比較を参加者全体および
医療福祉専門職と一般職とに分けて行った。研修
参加前後の比較の検定にはWilcoxonの符号付き
順位検定を用いた。有意水準は0.05とし、統計解
析には統計ソフトIBM SPSS Statistics ver.24を用
いた。記述データは、研修内容の評価項目ごとに
内容分析を行い要約した。
　 7．倫理的配慮
　本研究は、研究者の所属機関の医学倫理審査委
員会で承認を得た（承認番号：1002− １ ）。この
研究は、人を対象とする医学研究の倫理原則１6）に
従って行った。研究参加者には、調査の目的、方
法、プライバシーの保護、調査への参加および撤
回の自由などについて書面による説明を行った後、
Web調査への回答をもって同意が得られたもの
とした。

結　　果
　研修会に参加した介入群は36名であったが、研
修会受講前後のWeb調査の回答者は17名（回収
率47.0%）であり、欠損値のない有効回答数は14
名（有効回答率82.0%）であった。
　 １．研修参加者の属性（表 2）について
　参加者の職種は、人事担当者が 6 名（42.8%）
と最も多く、次いで衛生管理者 3名（21.4％）、看
護師 3 名（21.4％）であった。参加者のうち 6 名
（42.8%）は医療保健福祉専門職（以下、専門職）
であり、 8 名（57.2％）は一般企業の人事担当者
や事務職、衛生管理者（以下、一般職）であった。
参加者の年代は40代が 5名（35.7％）、50代が 4名
（28.6%）の順に多く、性別では女性が 8名（57.1
％）であった。就労支援経験の有無では、就労支
援経験のある者が 2 名（14.3％）であり、 １ 名は
看護師として 2名の支援経験を持っており、もう
１名はソーシャルワーカーとして10人の支援経験
を持っていた。過去の若年性認知症に関する研修
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受講の有無では、有りが 2 名（14.3%）で就労支
援経験のある 2名であった。事業所の業種は、製
造業が 3 名（21.4%）と最も多く、次いで医療が
2 名（14.3%）、卸売業・小売業が 2 名（14.3%）
であった。参加者が所属する事業所の従業員数は、
50人未満 5名（35.7%）と最も多く、次いで100人
以上〜200人未満が 4名（28.6%）であった。従業
員が認知症を発症した場合の就労継続の可否では、
はいが 6名（42.9%）であり、内訳は製造業が 2名、
情報通信業、卸売業・小売業、医療、金融・保険
業が各 １名であった。

　 2．研修会の受講前後における「就労支援行動」
（表 3）の変化について
　参加者全体14名、一般職 8名、専門職 6名ごと
に研修会受講前後における「就労支援行動」の変
化について、参加者全体では、「従業員の変化に
気づくことができる」「若年性認知症と診断され
た従業員の相談にのることができる」「当事者活
動への参加の機会を認めることができる」の 3項
目が有意（p＜0.05）に上昇していた。一般職で
は「若年性認知症と診断された従業員の相談にの
ることができる」「本人の脳の疲労を軽減するた

表 １ 　若年性認知症の人の就労を支援するための学習プログラム（150分）

展　開 進　　　　行 内　　　　　容

導入
（10分）

１ ）プログラム開発の経緯
研修会の目的

・職場では、若年性認知症の人の就労支援について学ぶ機会
が少なく当事者や職場が対応に苦慮している現状がある。
・若年性認知症の人への理解と就労継続支援について理解を
深めてもらう。
・県内の支援者間のネットワークづくりの機会とする。

内容
（30分）

２ ）調査報告「若年性認知症の人の就
労継続の実態について」
（ １ ）「企業における若年性認知症の人
の就労継続について」
（ 2 ）「雇用中に若年性認知症を発症し
た人とその支援者の経験から」
（ 3）若年性認知症の当事者の語り

１ ）A県内の357事業所に行った調査より、若年性認知症に
関する研修や情報提供の必要性について説明する。
2 ）就労中に若年性認知症を発症した当事者のインタビュー
調査の結果より、認知症の発症によって就労継続の危機にさ
らされる期間があるが、適切な職場の理解と支援や社会資源
の活用により、就労継続が行えている現状を説明する。
3 ）認知症の発症から就労継続、社会就労への移行、ピア活
動の体験について語ってもらう。

（75分）

5分間休憩

３ ）専門医の講演「若年性認知症と就
労について」

早期診断と早期支援が症状の進行や就労継続の可能性に影響
するため、若年性認知症（認知症の種類、症状、治療など）
について知ってもらうと共に、職場で気づく症状（事例紹介）、
早期診断のメリットについて説明する。

４ ）専門医の講演「職場で若年性認知
症の人を支援するために」

就労継続支援の在り方や支援の特徴について説明する。
１ ）早期の受診を職場・家族から適切な時期に自然に勧奨で
きる環境づくりとご本人や家族の負担を軽減するための制度
や社会資源、支援コーディネーターが配置されている相談窓
口を紹介する。
2 ）就労継続のための支援コーディネーターの役割と支援事
例を説明する。

（30分） ５ ）事例検討
グループディスカッション
全体討議
講評（産業保健総合支援センター所長）

事例「あなたの職場で、もの忘れや仕事でミスが続いている
部下や同僚がいた場合、どのような対応や支援を行いたいと
思いますか」というテーマで意見交換を行う。
参加者同士で就労支援の経験や課題など語ってもらう。
講評および産業保健総合支援センターをPRしてもらう。

まとめ
（ 5分）

閉会挨拶
研修会参加のお礼とプログラム改善のための参加後アンケー
トの協力依頼を行う。
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めに、適度な仮眠や休憩時間と場所を設けること
ができる」の 2項目が有意（p＜0.05）に上昇し、
専門職では、「従業員の体調の変化に気づくこと
ができる」のみ有意（p＜0.05）に上昇していた。
また、有意差はなかったものの研修会受講後に中
央値が2.5以下（できない・あまりできない）か

ら3.0以上（少しできる・できる）になった項目は、
一般職では 6 項目あり、「従業員の体調の変化に
気づくことができる」「本人の同意を得て、支援
コーディネーターに連絡をとることができる」な
どであった。専門職では 7 項目あり、「本人の同
意を得て、受診に同行し、主治医から就労のため

表 ２ 　研修参加者および参加者が所属する組織の属性
 n=１4，n（%）

職種（複数回答） 人事担当者
衛生管理者
看護師
その他（ソーシャルワーカー、作業療法士、管理栄養士、事務職）

6（42.8）
3（21.4）
3（21.4）
4（28.5）

年齢 20代
30代
40代
50代
60代

1（ 7.1）
2（14.3）
5（35.7）
4（28.6）
2（14.3）

性別 男性
女性

6（42.9）
8（57.1）

支援経験の有無 なし
ある

12（85.7）
2（14.3）

支援人数 2人
10人

1（50.0）
1（50.0）

過去の研修受講の有無 なし
ある

12（85.7）
2（14.3）

過去に受講した研修テーマ
（複数回答）

若年性認知症の病気
若年性認知症の症状
若年性認知症の診断方法
若年性認知症の人の就労支援
若年性認知症の人への接し方
若年性認知症の人の社会制度
その他

2（14.3）
2（14.3）
2（14.3）
2（14.3）
2（14.3）
2（14.3）
0（ 0.0）

事業所の業種 製造業
医療
卸売業・小売業
福祉
金融・保険業
建設業
情報通信業
運輸・交通業
不動産業・物品賃貸業
その他（行政）

3（21.4）
2（14.3）
2（14.3）
1（ 7.1）
1（ 7.1）
1（ 7.1）
1（ 7.1）
1（ 7.1）
1（ 7.1）
1（ 7.1）

従業員数 50人未満
50人以上〜100人未満
100人以上〜200人未満
200人以上〜300人未満
300人以上

5（35.7）
2（14.3）
4（28.6）
1（ 7.1）
2（14.3）

従業員が認知症を発症した
場合の就労継続の可否

いいえ
はい

8（57.1）
6（42.9）
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表 ３ 　研修会受講前後における「就労支援行動」の変化

一般職 n=8 専門職 n=6 参加者全体 n=14

受講前 受講後 P値 受講前 受講後 P値 受講前 受講後 P値

1 従業員の体調の変化に気づくことがで
きる

2.0（4−2） 3.0（4−2） 0.157 3.0（4−2） 4.0（4−2） 0.046 2.5（4−2） 3.0（4−2） 0.021

2 若年性認知症の可能性のある従業員に
専門医への受診を勧めることができる

3.0（4−2） 3.0（4−2） 0.655 3.5（4−1） 3.5（4−2） 0.317 3.0（4−1） 3.0（4−2） 1.000

3 若年性認知症と診断された従業員の相
談に乗ることができる

2.5（3−1） 3.0（4−2） 0.034 3.0（4−1） 4.0（4−2） 0.083 3.0（4−1） 3.0（4−2） 0.007

4 本人の同意を得て，支援コーディネー
ターに連絡をとることができる

2.5（4−1） 3.0（4−2） 0.194 3.0（4−1） 3.5（4−2） 0.276 2.5（4−1） 3.0（4−2） 0.083

5 本人の同意を得て，受診に同行し，主
治医から就労のための情報を確認する
ことができる

3.0（4−2） 3.0（4−2） 0.739 2.5（4−1） 3.0（4−1） 0.317 3.0（4−1） 3.0（4−1） 0.405

6 本人の同意を得て，家族に連絡をとり，
家族の相談にのることができる

3.0（4−1） 3.0（4−2） 0.317 3.0（4−2） 3.0（4−1） 0.564 3.0（4−1） 3.0（4−1） 0.705

7 今後の就労について本人、家族と話し
合いの機会を持つことができる

3.0（4−3） 3.0（4−2） 0.414 2.5（4−2） 3.0（4−1） 0.564 3.0（4−2） 3.0（4−1） 0.739

8 今後の就労について第三者を交えた話
し合いの機会を持つことができる

3.0（4−2） 3.0（4−2） 0.783 2.5（4−1） 3.0（3−1） 1.000 3.0（4−1） 3.0（4−1） 0.803

9 本人の能力を活かした仕事について本
人や職場と検討することができる

3.0（3−1） 3.0（4−2） 0.414 3.0（4−1） 3.0（3−1） 0.317 3.0（4−1） 3.0（4−1） 0.705

10 地域障害者職業センターの無料のジョ
ブコーチ支援(職場適応援助者)が利用
できる

2.5（4−1） 3.0（4−2） 0.129 2.5（4−1） 2.0（3−2） 0.564 2.5（4−1） 3.0（4−2） 0.271

11 本人の脳の疲労を軽減するために、適
度な仮眠や休憩時間と場所を設けるこ
とができる

2.0（4−1） 3.0（4−2） 0.034 2.5（4−1） 2.5（4−1） 1.000 2.0（4−1） 3.0（4−1） 0.058

12 職場で若年性認知症について研修の機
会を持つことができる

3.0（4−1） 3.0（4−2） 0.739 3.0（3−2） 3.0（4−1） 0.564 3.0（4−1） 3.0（4−1） 0.564

13 同僚や部下の負担を軽減するための体
制を整えることができる

2.5（3−1） 2.0（3−2） 0.655 2.5（3−2） 3.0（4−2） 0.317 2.5（3−1） 2.0（4−2） 0.739

14 ご本人が利用できる社内の制度を活用
することができる

2.0（3−1） 2.0（3−1） 1.000 2.5（4−1） 3.0（4−2） 0.157 2.0（4−1） 2.5（4−1） 0.480

15 ご本人が利用できる社外の制度の活用
を勧めることができる

2.5（4−1） 3.0（4−2） 0.655 3.0（4−1） 3.0（4−2） 0.317 3.0（4−1） 3.0（4−2） 0.317

16 障害者手帳の申請を支援することがで
きる

2.0（4−1） 2.5（3−1） 0.705 2.5（4−1） 3.0（4−2） 0.157 2.0（4−1） 3.0（4−1） 0.739

17 当事者活動への参加の機会を認めるこ
とができる

3.0（3−1） 3.0（4−2） 0.257 2.5（3−1） 3.5（4−2） 0.059 3.0（3−1） 3.0（4−2） 0.033

18 症状の進行により、一般就労が困難に
なった場合、障害者雇用での就労に変
更することができる

2.0（3−1） 2.0（3−1） 1.000 2.0（4−1） 2.0（4−2） 0.705 2.0（4−1） 2.0（4−1） 0.763

19 支援コーディネーターと検討すること
ができる

2.5（3−1） 2.0（3−2） 0.705 3.0（4−1） 2.5（4−1） 0.317 3.0（4−1） 2.0（4−1） 0.366

Wilcoxon符合付順位検定　中央値（四分位範囲）
　　　　P <0.05
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の情報を確認することができる」「今後の就労に
ついて本人、家族と話し合いの機会を持つことが
できる」などであった。
　一方、有意差は見られなかったが、研修会受講
後に中央値が低下した項目は参加者全体、一般職、
専門職ともに 2項目あり、なかでも「支援コーデ
ィネーターと検討することができる」においては、
参加者全体では3.0から2.0に、一般職では2.5から
2.0に、専門職では3.0から2.5と 3 者に共通して低
下していた。その他、中央値が低下した項目では、
「同僚や部下の負担を軽減するための体制を整え
ることができる」においては、一般職と参加者全
体で2.5から2.0の低下がみられ、専門職では「地
域障害者職業センターの無料のジョブコーチ支援
が利用できる」が2.5から2.0に低下していた。中
央値の低下はなかったが、研修会受講後も中央値
が2.5以下（できない・あまりできない）であっ
た項目は、一般職は 5項目、専門職と参加者全体
では 4項目であった。なかでも「症状の進行によ
り、一般就労が困難になった場合、障害者雇用で
の就労に変更することができる」は、参加者全体、
一般職、専門職ともに2.0から2.0であった。
　 3．プログラムの評価（表 4）について
　研修の満足度は、満足が 7 名（50.0%）と最も
多く、次いで大変満足が 4名（28.0%）、やや不満
が 2名（14.3%）、普通 １名（7.1%）であった。研
修の所要時間は、やや長いが 7 名（50.0%）と最
も多く、ちょうどよいが 6名（42.9%）、やや短い
が １名（7.1%）であった。研修内容の評価では、
若年性認知症の人の就労と支援の実態は、今後の
就労支援の参考になるかでは、とても参考になる・
参考になるが11名（78.6%）であり、その理由は「若
年性認知症の人の実態が知れイメージがわいた」
「ご本人が職場に求める支援が理解できた」「当
事者の訴えが心に響いた」などであった。また、
わからないが 3 名（21.4％）であり、「遭遇する
まで身近に感じられない」などであった。専門医
の講演については、とても参考になる・参考にな
るが12名（85.7%）であり、その理由として「当
事者の思いや実体験が大切だと分かった」「本人
の持つ力に注目して支援を行う必要性が理解でき
た」などであった。あまり参考にならないが 2名
（14.3%）で「支援者側と職場のギャップが大き
いと感じた」とのことであった。事例検討は、と
ても参考になる・参考になるが 9 名（64.3%）で
あり、理由として「適切な対応をするために必要
と感じた」「ご本人への支援をイメージできた」

などであった。分からない・あまり参考にならな
いが 5 名（35.7%）であり、理由として「画面を
オフにして参加している人と話すことが難しかっ
た」「時間が少なくて話せなかった」などであった。
研修会全体の良かった点や改善点では、良かった
点として「様々な立場の人の意見が聞けてよかっ
た」「内容も構成もよかった」などの意見があった。
改善点では、「具体的な支援内容がもう少しある
とよいと思った」や「事例検討会では進行係がい
ると話し合いが進みよいと思った」「受講者の人
数が少ないほうが意見交換ができた」であった。
 

考　　察
　 １．「就労支援行動」の変化からの課題
　若年性認知症の初期症状は、本人、家族には加
齢による変化と見過ごされやすく、職場の早期発
見と早期対応の重要性が示されている9 ）。研修受
講後に参加者全体で「従業員の体調の変化に気づ
くことができる」「若年性認知症と診断された従
業員の相談に乗ることができる」が有意に上昇し
ていたことは、本プログラムは若年性認知症の発
症の初期段階の支援に不可欠な職場での早期発見
と早期対応について理解しうる内容となっていた
と考える。また、若年性認知症の人は、作業能力
の低下によるアイデンティティの喪失に加え5 ）、
社会からの疎外感や孤立感に苛まれているが１7）、
若年性認知症の人との交流によって、新しい人生
の目標や生きる力を得ている１3）。研修会受講後に
参加者全体の「当事者活動への参加の機会を認め
ることができる」が有意に上昇し、「ご本人が抱
える問題や心の葛藤を少しでも理解できた」との
自由記述から、本プログラムを通して当事者活動
への参加の意義を理解してもらえたものと考える。
しかし、有意差は見られなかったものの「支援コ
ーディネーターと検討することができる」の項目
において、参加者全体、一般職、専門職ともに中
央値の低下がみられた。これは研修内容が、支援
コーディネーターと検討するための能力の習得に
至っていなかったことや、研修内容と就労支援行
動の項目との齟齬が生じていたと考える。支援コ
ーディネーターに相談することで、具体的な就労
継続のための支援の検討に繋がるため１3）、プログ
ラムでは「本人の同意を得て支援コーディネータ
ーに連絡をとることができる」よう、研修内容を
改善するとともに研修内容と就労支援行動の項目
の整合性を図る必要があると考える。
　また、参加者のうち 6 名（42.8%）が専門職で
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 表 ４ 　研修の評価
 n=１4

研修内容 評　　価 回答した理由 人数

若年性認知症の人の就労
と支援の実態、 若年性 
認知症の当事者の語りに
ついて

とても参考になる
4名（28.6%）

参考になる
7名（50.0%）

若年性認知症の人の実態を知れイメージがわいた 7
ご本人が職場に求める支援を理解できた 3
ご本人の方の訴えが心に響いた 3
若年性認知症について知る機会になった 2
今の職場で仕事を継続することの大切さを学んだ 2
ご本人が抱える問題や心の葛藤を少しでも理解できた 2
相談窓口を理解できた 1
対応のポイントを知れた 1

分からない
3名（21.4％）

遭遇するまでは身近に感じられない 1
設問の意味が分からなかった 1
未記入 1

若年性認知症と就労支援
についての専門医の講演
について

とても参考になる
4名（28.6%）

参考になる
8名（57.1%）

当事者の思いや実体験が大切だと分かった 2
職場や家族のあり方が理解できた 1
専門家と職場が共有できる場が必要であると感じた 1
早期発見のきっかけや外部支援を知ることで対応できると思った 1
病気について理解が深まった 1
本人の持つ力に注目して支援を行う必要性が理解できた 1
就労継続のために何が必要か再認識できた 1
正しく理解しなければ適切なサポートはできないと思った 1
事例の内容は必要な知識だと思った 1
周知が必要だと思った 1
未記入 1

あまり参考にならない
2名（14.3%）

支援者側と職場のギャップが大きいと感じた 1
未記入 1

事例検討について

とても参考になる
3名（21.4%）

参考になる
6名（42.9%）

適切な対応をするために必要と感じた 2
ご本人への支援をイメージできた 2
脳ドックなど早期発見の機会を設けていきたいと思った 1
専門職の方の支援に対する思いを感じた 1
未記入 3

分からない
3名（21.4%）

あまり参考にならない
2名（14.3%）

画面をオフにして参加している人と話すことが難しかった 2
時間が少なくて話せなかった 1
知識不足であると感じた 1
学んだ知識だけで実行できると思えない 1

研修会全体について

良かった点

スライドがとてもわかりやすかった 1
事前に資料が郵送されたので予習して臨めた 1
専門的な話が聞けてよかった 1
有益な時間が過ごせた 1
医師の講演がとても分かりやすかった 1
支援者同士がつながる機会になる可能性を感じた 1
様ざまな立場の人の意見が聞けてよかった 1
内容も構成もよかった 1

改善点

事例検討会では進行係いると話し合いが進みいいようと思った 1
受講者の人数がもう少し少ないほうが意見交換ができた 1
オンラインに不慣れで十分参加できなかった 1
ディスカッションの形式に不慣れのため戸惑った 1
具体的な支援内容がもう少しあるとよいと思った 1
当事者を含む事業者間で共有する方法が必要である 1



― 26 ―

あったが、一般職と専門職では研修受講前と受講
後の中央値が3.0以上（少しできる・できる）の
項目が異なっており、「就労支援行動」のレディ
ネスや研修受講後の変化に違いがあることが明ら
かとなった。一般職では「本人の脳の疲労を軽減
するために、適度な仮眠や休憩時間と場所を設け
ることができる」が有意に上昇していた一方で、
専門職では研修受講前後ともに中央値が2.5と変
化がなかった。専門職が働く職場には、常に患者
や住民が出入りしているため従業員のための仮眠
可能な休憩スペースを確保することは難しいこと
が推察される。また、専門職では「地域障害者職
業センターの無料のジョブコーチ支援（職場適応
援助者）が利用できる」の項目において中央値が
2.5から2.0以下に低下していた。平成26年度の医 
療・福祉施設におけるメンタルヘルスに関する調
査では、医療・福祉施設では従業員に心の健康問
題が生じた場合、IT企業よりも外部機関との連携 
は有意に良くないことが明らかにされている１8）。
専門職は、守秘義務があり、職場に相談できる多
職種もいるため外部機関との連携の困難さや必要
度が低いことが考えられる。そのため一般職や専
門職の就労支援上の課題を明らかにするとともに、
各々に即したプログラム内容とそれを適切に評価
するための評価方法を検討する必要があると考え
る。
　 2．学習プログラムの評価からの課題
　コロナ禍におけるオンライン研修であったが、
学習プログラムの評価では、約 8割の参加者が研
修会に満足と回答し、事例検討を除く研修内容の
評価においてとても参考になる・参考になると回
答していたことから、本プログラムは概ね参加者
に好評であったものと考える。今回、少しでも多
くの人に参加してもらうために150分の研修時間
としたが参加者は36名と少なく、所要時間につい
て 5割の参加者がやや長いと回答していた。事例
検討の時間が短いとの意見もあったことから、参
加者に優先的に学んでもらうべく就労支援行動を
焦点化し、所要時間の配分を工夫することが課題
であると考える。また、「様々な立場の人の意見
が聞けてよかった」「内容も構成もよかった」と
の意見がある一方で、「画面をオフにして参加し
ている人と話すことが難しかった」「事例検討会
では進行係がいると話し合いが進みよいと思った」
「受講者の人数が少ないほうが意見交換ができた」
との運営上の課題も明らかになった。「職場にい
る若年性認知症の従業員のことを社外の人に話す

のは間違っている」との理由で事例検討に参加さ
れなかった一般職もいたため、架空の事例であっ
ても他者と病気や支援について検討することに抵
抗がある参加者がいることを理解し、グループワ
ークの内容や進行に配慮していく必要がある。
　本研究は、短時間の研修会の中で参加者に優先
的に学んでもらうべく就労支援行動や運営上の課
題が明らかになり、より効果的なプログラム改善
への手がかりを得ることができた。しかし、Web
調査による有効回答14名とサンプルサイズの小さ
い結果であり、参加者は若年性認知症の知識や就
労支援に対する意欲が高い集団であるため選択バ
イアスが生じていると考えられる。今後は、サン
プルサイズを増やし、一般職と専門職に即した就
労支援上の課題を明らかにするとともにプログラ
ムの内容とそれを適切に評価するための方法を検
討する必要があると考える。また、「就労支援行動」
（19項目）は、本研究のために作成したものであ
り、若年性認知症の人の就労支援経験のない参加
者にとっては、就労支援行動がイメージされ辛く、
回答の難しさがあったものと思われる。そのため
今後は、「就労支援行動」の信頼性と妥当性の検
証とともに就労支援経験のない方に回答を依頼す
る際の補足説明などより適切な回答をしてもらう
ための配慮が必要である。

ま と め
　研修の満足度において約 8割の参加者が満足と
回答されていたことから、一般職、専門職にかか
わらず概ね参加者に好評であった内容であり、特
に若年性認知症の人の就労支援の初期対応に不可
欠な若年性認知症の早期発見と早期対応の重要性
を理解しうる内容となっていた。しかし、研修内
容が支援コーディネーターと検討するための能力
の習得に至っていなかったことなど、研修内容と
就労支援行動の項目との齟齬が生じていたところ
もあるため、研修内容と就労支援行動の項目の整
合性を図る必要があると考える。また、一般職と
専門職では、就労支援行動のレディネスや職場環
境に違いがあるため、各々の実情に即した内容を
検討していく必要がある。
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